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＜令和５年度年齢別クラス＞ 

令和５年 4月 1日時点の年齢でクラスが決まります。年度途中の申込みでも同様です。  

クラス         生 年 月 日      クラス 生 年 月 日 

０歳児 令和４年４月 2 日 ～ ３歳児 平成 3１年４月 2 日 ～ 令和２年４月 1 日 

１歳児 令和３年４月 2 日 ～ 令和４年４月１日 ４歳児 平成 30 年４月 2 日 ～ 平成 31 年４月 1 日 

２歳児 令和２年４月 2 日 ～ 令和３年４月１日 ５歳児 平成 29 年４月 2 日 ～ 平成 30 年４月 1 日 

 

 

こども園等に保育の利用申込みをするためには、下表の「保育を必要とする事由」が必要です。 

利用にあたっては、保育の必要性の認定（２号・３号）手続きが必要となります（P２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者それぞれが上記のいずれかの事由にあてはまる必要があります。 

※ 入園後 90 日以内に就労証明書を提出してください。引き続き求職活動により入園を希望する場合は、再度、利

用申込の手続きを行ってください（利用調整を行った結果、入園ができない場合もあります）。 

  

入園申込みのしおり 

認定こども園・保育園 
小規模保育施設・事業所内保育施設 

保育を必要とする 

教育・保育給付 

（2号・3 号） 

認定用 

●葵福祉事務所子育て支援課 ＜葵区役所 2階＞ 

 

 

〒420-8602 葵区追手町 5-1 TEL054-221-1095 

●駿河福祉事務所子育て支援課 ＜駿河区役所 2階＞ 

   〒422-8550 駿河区南八幡町 10-40 TEL054-287-8673 

●清水福祉事務所子育て支援課 ＜清水区役所 1階＞ 

   〒424-870１ 清水区旭町 6-8 TEL054-35４-2358 

●清水福祉事務所蒲原出張所 ＜蒲原支所１階＞ 

〒421-3211 清水区蒲原新田一丁目 21-1 TEL054-385-7790 

 

保育を必要とする事由 保護者の状況 入園できる期間 

①  就 労 保護者が就労している（月 60時間以上） 就労している期間 

②  妊娠・出産 

母親が妊娠中、あるいは出産前後 
 

※多胎妊娠の入園可能な期間について令和５年度から
変更されています。 

出産予定日の前々月の初日か
ら（多胎妊娠については、４
ヶ月前の初日から）出産後８
週間後の月末まで 

③  疾病・障がい 保護者が病気やけがであったり、心身に障がいがある 疾病等が回復するまで 

④  介 護・看 護 保護者が親族の介護・看護をしている（月 60 時間以上） 介護・看護の必要がなくなるまで 

⑤  災 害 復 旧 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている 復旧が終了するまで 

⑥  求 職 活 動 保護者が求職活動や起業準備をしている 90 日間 ※ 

⑦  就学・職業訓練 保護者が就学中、あるいは職業訓練を受けている（月 60 時間以上） 在学・訓練期間中 

⑧  虐待・ＤＶ防止 児童虐待・ＤＶを防止するために必要な場合 必要と認められる期間 

 

令和    年度 ５ 
2023 年度 

１ こども園、保育園に入園するには 

よくある質問はこちら 
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認可保育施設の利用にあたって、認定の申請を行った方には、認定証をお送りします。この認定証は、入園の

決定の通知ではありませんが、入園に必要な書類ですので、大切に保管してください。 
 

○認定区分について 

認定区分 対象年齢 利用時間・形態 利用できる施設 

２号 満３歳以上 「保育標準時間」認定（上限 11 時間）  
又は 

「保育短時間」認定（上限８時間） 

認定こども園・保育園 

３号 満３歳未満 
認定こども園・保育園 

・小規模保育施設など 

※ 認定証には有効期間があります。有効期間満了前に認定の更新等の手続きが必要です（→詳細 P７参照）。 

※ 各施設の利用時間や対象年齢等については、「施設一覧表」（別紙）をご参照ください。 

○保育の必要量について 

保育を必要とする事由 標準時間・短時間の別 備  考 

①  就 労 標準時間 又は 短時間 
標準時間：原則月 120 時間以上の就労 

短 時 間：原則月 60 時間以上 120 時間未満の就労 

② 妊 娠 ・ 出 産 原則 標準時間 保護者から申請があった場合は短時間も可 

③ 疾 病 ・ 障 が い 標準時間 又は 短時間 疾病や障がいの程度、入通院状況等に応じて、個別に判断 

④ 介 護 ・ 看 護 標準時間 又は 短時間 
標準時間：原則月 120 時間以上の介護・看護 

短 時 間：原則月 60 時間以上 120 時間未満の介護・看護 

⑤ 災 害 復 旧 原則 標準時間 保護者から申請があった場合は短時間も可 

⑥ 求 職 活 動 原則 短 時 間 客観的かつ合理的な理由がある場合に限り標準時間も可 

⑦ 就学・職業訓練 標準時間 又は 短時間 
標準時間：原則月 120 時間以上の就学・職業訓練 

短 時 間：原則月 60 時間以上 120 時間未満の就学・職業訓練 

⑧ 虐待・ＤＶ防止 原則 標準時間 保護者から申請があった場合は短時間も可 

⑨ 育児休業 ※ 原則 短 時 間 客観的かつ合理的な理由がある場合に限り標準時間も可 

※ 父母で保育の必要量が「標準時間」と「短時間」とで異なる場合は、「短時間」の認定となります。 

※ 育児休業中の場合、新規申し込みはできませんが、在園児は継続入所できます。 

 

 

・申込みに必要な書類は、第一希望の施設、又は各区子育て支援課にて配布・受付をします。 

・第一希望の施設、又は各区子育て支援課に必要書類を提出してください。 

（1）令和５年４月の入園 

① 一次選考申込み 
 

受 付 期 間 令和４年 10 月３日（月）～10 月 31 日（月） 

児 童 面 接 11 月中旬～12 月上旬に、第一希望の園において面接を実施します。※ 

注 意 事 項 
希望する園を変更するなど、申込内容に変更がある場合は、11月 30日（水）まで
に変更届の提出をお願いします。 

結 果 通 知 令和５年１月上旬 ～ 中旬ごろ通知予定 

※ 児童面接の日程をお知らせするため、なるべく 10月 14日（金）までにお申し込みください。 

２ 教育・保育給付認定について （市内にお住まいの方） 

３ 入園の申込みについて 
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② 二次選考申込み 
 

受 付 期 間 令和４年 11 月１日（火）～令和５年 2 月６日（月） 

児 童 面 接 令和５年 2 月中旬ごろまでに、第一希望の園において実施します。※ 

注 意 事 項 
希望する園を変更するなど、申込内容に変更がある場合は、2 月６日
（月）までに変更届の提出をお願いします。 

結 果 通 知 令和５年 2月下旬ごろ通知予定 

・二次選考は、上記受付期間に申込みをした方及び一次選考で「入所保留」となった方を対象に行います。 

・各園の一次選考後の空き枠は、1月上旬～中旬に市ホームページに掲載する予定です。 

・4月申込みで入所保留となった方は、引き続き令和５年度内（令和６年 3月利用開始分まで）は選考の対象と

なります。月ごとに改めて申込みをする必要はありません。 

※ 二次選考申込の方は、第一希望園と日程調整のうえ、面接を受けてください。 

※ お子さんの成長状況や保育士の配置状況等により、児童面接の結果、入園が保留となる場合があります。 

（2）令和５年５月～令和６年 3 月の入園 
 

毎月の申込み締切日は下表のとおりです。利用開始日は、毎月 1日からとなります 
 

入園月 締切日 入園月 締切日 入園月 締切日 

５月 4 月 5 日（水）   ９月 8月７日（月） 令和６年１月 12 月５日（火） 

６月 5 月８日（月） 10 月 ９月５日（火） 令和６年２月 1 月 5 日（金） 

７月 6 月５日（月） 11 月 10 月 5 日（木） 令和６年３月 ２月５日（月） 

８月 7 月５日（水） 12 月 11 月６日（月）  

※ 児童面接は、内定した園において行います（お子さんの成長状況や保育士の配置状況等により、入園が保

留となる場合があります）。 

※ ２～３月は、原則として翌年度４月の入園内定者から決定します。 

（3）申込みにあたっての注意点 
 

① 育児休業明けの利用申込みについて 

○育児休業中は、新規の申込みができません。 

○育児休業から復職する場合は、復職する月の前月を入園希望月とすることができます。 

○入園後、「復職証明書」（市様式）又は就労開始が確認できるものを提出してください。 

〇入園月の翌月末までに復帰しなかったときは、退園していただく場合があります。 

② その他 

○こども園等の利用時間や保育内容等は、各々異なります。見学等を行い、希望施設をご検討ください。 

○新たに就職する場合は、就労開始月の前月を入園希望月とすることができます。 

○食物アレルギーへの対応が必要なお子さんについては、事前に各園にご相談ください。 

（4）集団生活するうえで配慮が必要な児童の保育について 
 

〇令和５年 4月 1日現在 3歳以上で、集団保育が可能であり、障がいや、発達に気になるところがある等

の理由で、安全な保育をするために特別な配慮が必要なお子さんは、市立認定こども園で令和４年 10 月

３日（月）～10月 14日（金）に申込みを受け付けます（入園は令和５年 4月～）。 
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○事前に体験保育及び面接の実施などが必要となりますので、各市立認定こども園、又は各区子育て支援課

入園係までお早めにご相談ください。 

○令和５年 4月１日現在２歳以下のお子さんは、お子さんの成長の状況や希望園の保育士配置状況等により

入園が保留となる場合がありますので、あらかじめ希望園、又は各区子育て支援課までご相談ください。 

○私立の園については、各園にお問い合わせください。 

（５）静岡市立こども園における医療的ケア児の受入れについて 

〇医療的ケアを必要とする下記に該当の０～５歳児の申込みを受け付けます。 

・児童及び保護者が静岡市内に在住していること・身振り、表情等で意思疎通が可能であること 

・知的、体力的に集団生活が行えること 

・令和４年 10月 18日（火）に行う判定会で集団保育が可能と判定されること 

〇対象となる医療的ケア 

・経管栄養・喀痰な吸引・導尿・その他（こども園課（054-354-2654）にご相談ください） 

〇令和４年 10月３日（月）～10月 7日（金）に申込みを受け付けます（入園は令和５年 4月～）。 

○お申し込みの前にこども園課、又は各区子育て支援課入園係にご相談ください。 

 

 
 

（１）全ての方に提出していただく書類 （書類は各施設、各区子育て支援課にあります。） 
 

     ※市外在住で申込みをされる方は、マイナンバー申告書について、転入後に提出してください。 
 

４
「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」
証
明
書
類 

事  由 必 要 書 類 （就労証明書と申立書兼誓約書は市指定書式） 

●就 労 就労証明書 ※1 

●妊 娠 ・ 出 産 申立書兼誓約書 ＋ 母子健康手帳のコピー（表紙と分娩予定日の記載があるページ） 

●疾病・障がい 申立書兼誓約書 ＋ 医師の診断書※２（申立書兼誓約書の診断書欄への記載でも可） 

●介 護 ・ 看 護 申立書兼誓約書 ＋ 医師の診断書※２やケアプランのコピー等 

●災 害 復 旧 罹災（りさい）証明書 

●求 職 活 動 申立書兼誓約書 ＋原則としてハローワーク登録証等のコピー等 

●就学・職業訓練 申立書兼誓約書 ＋在学証明書や時間割表等の在籍期間及び受講時間がわかるもの 

※１ 就労証明書は、令和４年 9 月 16 日以降かつ申込日から 3 か月以内の証明日のものを提出してください。 

※２ 提出日の３か月以内に発行された診断書を添付してください。障害者手帳等が交付されている方は診断書は不要です。 

 必 要 書 類 備  考 

１ 
教育・保育給付認定申請書兼保育利用

申込書（2・3号用） 
児童 1名につき 1枚必要です。 

２ 児童世帯状況調査票 きょうだいで申込みの場合、下の子にはコピーを添付してください。 

３ 個人番号（マイナンバー）申告書 ※ 申告書を専用封筒に封入し提出してください。 

４ 
「保育を必要とする事由」を証明す

る書類（下表参照） 
・保護者（父母等）双方の書類が必要です。 

・きょうだいで申込みの場合、下の子にはコピーを添付してください。 

４ 申込みに必要な書類について 
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（２）該当する方のみに提出していただく書類 

こども園等利用者負担額所得申告書（市指定書式）及び下記資料 

① 令和４年１月１日時点の住所が国外だった方（令和５年４月から８月までの入園） 

 ＋ 所得申告書の金額（令和３年中の収入）が確認できる資料 

② 令和５年１月１日時点の住所が国外だった方（令和５年９月から６年３月までの入園） 

 ＋ 所得申告書の金額（令和４年中の収入）が確認できる資料 

※ 日本国内で市町村民税が課税されている場合は上記書類の提出は必要ありません。 

※ 日本語訳を必ず添付してください。 

※ 入園する月の前月２０日までに提出してください。 

 

 
 

（1） 静岡市外にお住まいで、静岡市内のこども園等を希望される方 

 〇提出先 

  お住まいの市区町村の保育担当課 

 〇提出期限 

・3 ページをご覧ください（各申込締切日：静岡市の各区子育て支援課入園係必着）。 

・提出期限までに書類が静岡市に到着するように、提出期限の１週間から１０日前までにお申込みください。 

 〇必要書類 

・お住まいの市区町村の様式を使用してください。 

 ・児童世帯状況調査票（静岡市の様式を使用してください。静岡市ホームページからダウンロードできます） 

 〇注意事項 

・転入予定の方は、施設利用開始月の前月末までに必ず静岡市への転入手続きを行ってください。手続き後、

各区子育て支援課入園係の窓口で改めて静岡市様式の申請書等をご提出ください。その際にマイナンバー申告

書の提出もお願いします。ご提出がない場合、施設の利用を取り消すことがあります。 

・静岡市への転入予定のない方の選考は、二次選考後に行います（静岡市民の選考後）。 

 

（２）静岡市内にお住まいで、静岡市外のこども園等を希望される方 

 〇提出先 

  静岡市の居住区の子育て支援課入園係 ※郵送での受付はできません。直接窓口でお申込みください。 

 〇提出期限 

・利用希望先の市区町村の保育担当課にご確認ください。 

・利用希望先の市区町村の申込締切日の１週間から１０日前までにお申込みください。 

 〇必要書類 

・静岡市の様式を使用してください（P４の 4(1)表参照）。 

 ・その他利用希望先の市区町村が求める書類（利用希望先の市区町村にご確認ください） 

 

 
 

各区子育て支援課において、各園の受入可能人数を確認し、その施設を希望している人のうち「静岡市保育利

用調整基準」に照らして指数（優先度）が高い人から入園候補者として内定します。 

★保育利用調整基準（指数表）については、市ホームページに掲載しています。 

 

 

５ 市外からの申込み、市外施設への申込みについて

「 

６ 入園候補者の内定の方法について 
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（1） 保育料の決定について 

 

3～5歳児クラスのお子さんと 0～2歳児クラスで市民税非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯の 

お子さんの保育料は無料です。 

市民税課税世帯の 0～2歳児クラスのお子さんは、所得等に応じた保育料となります。 

 ※保育料とは別に給食費、教材費等の費用が必要です。 

 

・保育料は、お子さんと同一世帯に属して生計を一にする父母等の市民税額を算定の基礎とします。 

・お子さんの認定区分や保育の必要量、世帯の市民税所得割額等に応じた段階的な料金設定になります。 

・年齢が満３歳に到達したことに伴い、認定区分が３号から２号に切替わった場合でも、その年度中は３号認

定の保育料が適用されます。 

・祖父母がお子さんやその父母を税法上の扶養親族にしている場合や、父母にほとんど収入が無い場合は、お

子さんと同居する祖父母等のいずれか収入額が高い方の市民税額を合算して算定します。 

・利用者負担額は毎年 9月に見直しを行います（8 月までは令和４年度の市民税額、9月～3月は令和５年

度の市民税額をもとに決定します）。 

・市民税が未申告の場合、利用者負担額は最高階層（D16）となる場合があります。収入のない方も、必ず

市民税の申告をしてください。 

 

（2）きょうだい児多子軽減について 

就学前のお子さんのうち、きょうだいで保育園等を利用する場合、在園している上のお子さんから順に数え

て、２人目以降のお子さんの保育料を軽減します（第２子を半額、第３子以降を無料）。 

また、利用者負担額表における、Ｂ階層、Ｃ階層、Ｄ１からＤ４階層まで（詳細は利用者負担額表を参照）

の世帯については、上のお子さんの年齢や保育施設等の利用に関わらず、きょうだい順を数え、算定します。 

 

（３）その他軽減措置について 

利用者負担額表における、Ｂ階層、Ｃ階層、Ｄ１からＤ４階層までの世帯については、以下の場合、申し出

の翌月から利用者負担額を軽減します。 

○保護者、申込児童、同居する人が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合 

○ひとり親家庭の場合（離婚協議・調停中の別居は対象外です） 

 

（４）支払方法について 

○公立の認定こども園、待機児童園、私立の保育園 

   ・原則、口座振替で静岡市が徴収します。 

・振替日は毎月の月末となりますが、その日が金融機関の非営業日の場合は翌営業日となります。 

  ○私立の認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設 

   ・直接施設への支払いとなります。支払時期や方法については、各施設へお問合せください。 

 

★利用者負担額表や、市民税所得割額等の見方などについては、 

市ホームページに掲載しています（右記ＱＲコードより読み取れます）。 

７ 利用者負担額（保育料）について 
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入園申込後、次の（１）～（10）に該当するようになったときは、各区子育て支援課に連絡のうえ、下表に

ある書類の提出をお願いします。なお、入園後においても認定証には有効期間がありますので、継続利用（在

園）を希望される場合は、早めの手続きをお願いします。 

（１）支給認定証に記載されている「保育を必要とする事由」や「認定期間」が変わったとき 

例：求職活動→就労 ／ 就労→妊娠・出産 ／ 介護→就労 ／ 育児休業を延長する 

（２）住所が変わったとき ※静岡市から転出した場合、有効期間内でも認定証は無効になります。 

（３）入園するお子さんのご家庭の状況に変更があったとき（婚姻・離婚・弟妹の出生・祖父母の同別居等家族の増減等） 

（４）就労先、勤務時間、就労の状況が変わったとき 

（５）就労予定で就労証明書を提出した方が就労を開始したとき 

（６）育児休業取得中に申込書を提出した方が復職したとき 

（７）育児休業取得中に申込書を提出した方が復職日を変更したとき 

※復職月を変更するときは、利用申込み開始月や支給認定が変更となる場合があります。 

（８）入園、又は転園希望する施設を変更、追加又は削除したいとき 

（９）家庭内での保育が可能になった場合やその他の理由で申込みを取り下げるとき 

（10）新たに同居することになった家族が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 

健福祉手帳のいずれかを取得している、もしくは同居家族が新たに取得・喪失・更新したとき 

 

●変更事項一覧 
  

変 更 内 容 必 要 書 類 

住 所 

静岡市内で転居 記載事項変更届（以下「変更届」） 

静岡市外へ転居 
退園届 ＋ 支給認定証 

※転出後も園を利用する場合は子育て支援課へお問合せください。 

保護者の連絡先変更 変更届 

氏名変更 子ども又は保護者 変更届 

家族 

構成の 

変更 

保護者の婚姻（事実婚を含む） 

変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 結婚（同居）した配偶者等の就労証明書等 

＋ 配偶者等の同意書 ＋ 配偶者等の別居祖父母の状況 

＋ マイナンバー申告書 

保護者の離婚 変更届 ＋ 支給認定証 

祖父母等との同居 変更届 ＋ 同意書 ※詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。 

同居家族の障害者手帳の取得・更新・喪失 変更届 ＋ 手帳の写し（対象者の住民票が静岡市に無い場合） 

上記以外の変更（出生、別居、死亡等） 変更届 

事 由 

就  労 就労する・自営業を開業する 変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 新しい勤務先の就労証明書 

育児休業 

育休を取得する 変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 就労証明書（復帰予定日が記載されたもの） 

育休明けで復職する 
変更届 ＋ 支給認定証  

+就労証明書(復帰後) or 復帰証明書(復帰後) or 給与明細のコピー等 

妊娠・出産 
変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 申立書兼誓約書（以下「申立書」） 

＋ 母子手帳の写し（表紙と分娩予定日の記載があるページ） 

疾 病・ 

障がい 

病気になった 
変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 申立書 

＋ 医師の診断書（申立書の診断書欄への記載でも可） 

障害者手帳等を交付された 変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 申立書  

介護・看護 
変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 申立書  

＋ 医師の診断書又はケアプラン写し等 

求職活動 変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 申立書 ＋ ハローワーク登録証等の写し 

震災・風水害等の災害の復旧にあたる 変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 罹災証明書 

就学・職業訓練 変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 申立書 ＋ 在学証明書・時間割表等の写し 

保育必要量変更（標準 ⇔ 短時間） 変更届 ＋ 支給認定証 ＋ 就労証明書等 

※詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。 雇用期間、育休期間等の変更に伴う認定期間変更 
 

 

８ 申込後に届出（書類の提出）が必要なとき 
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＊ お子さんの発育状況や保育士の配置状況等により、入園が保留となる場合があります。 

＊ お子さんの発育状況の確認のほか、保護者様には保育所等の利用に関するルールを確認して頂きます。 

＊ 5月以降の入園の場合、入園候補者として内定した場合のみ、内定した園で児童面接を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入園にかかる利用調整会議 
 

 

入園者の選考を行います（入園候補者の内定）。 

「教育・保育給付認定申請書 兼 保育利用申込書」と必要な書類を揃え、第一希望の施設、又は各区子

育て支援課に提出します（申込書類等は各施設、各区子育て支援課にあります）。 

施設見学に行くなどして希望する施設をご検討ください  

利用施設決定の場合 
 

●令和５年 4月入園 

1 月中旬に、入所決定通知をお送りします。 

●令和５年 5月以降の入園 

・入園候補者として内定した場合のみ、入園月の前

月 20日頃に電話等にて結果をお知らせします。

児童面接を受けてください。 

・入園前に入園に向けた説明会を行います。園と日

程を調整したうえで、認定証を持ってお子さんと

一緒にお出かけください。 

・入所決定通知書は、入園月の 20日頃、利用者負

担額決定通知書とともに園経由でお渡しします。 

児 童 面 接 ＊ 

（下記 ＊ 参照） 

利用施設保留(不承諾)の場合 
 

・「利用調整結果(利用施設等保留)通知書」をお送

りします（申込み初回の月のみ）。 

・翌月以降も引き続き利用調整の対象となります

（令和６年 3月まで利用調整を行います）。 

・翌月以降は、入園できる可能性がある場合の

み、ご連絡します。 

・入所保留となり認可外保育施設等を利用する場

合、無償化給付を受けるための認定を別途申請

する必要はありません。 

・申込みを取り下げる場合は、各区子育て支援課

へご連絡ください。 

※利用施設保留の通知は、申込み初回のみ発送し

ます。翌月以降、入所できなかった旨を証明す

る書類を希望する場合は、各区子育て支援課に

ご相談ください。 

入  園 
入園は各月 1日からとなります。 

  

教育・保育給付認定（2 号・3 号）支給認定証は後日郵送します 


